
大
阪
府
条
例
第
百
三
十
五
号 

 
 

 

大
阪
府
地
方
税
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
に
関
す 

る
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
大
阪
府
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
大
阪
府

条
例
第
七
十
五
号
）
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
個
人
の
府
民
税
の
税
額
控
除
の

対
象
と
な
る
寄
附
金
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
寄
附
金
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
） 

第
二
条 

法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
府
民
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る

寄
附
金
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第

七
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
十
八
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る

寄
附
金
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
金
銭
と
し
て
知
事
が
指
定
し
た
も
の
（
以
下
「
指

定
寄
附
金
」
と
い
う
。）
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
対
す
る
寄
附
金 

 

イ 

府
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

府
内
に
お
い
て
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
を
現
に
行
っ
て

い
る
こ
と
。 

 

ハ 

府
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。 

 

ニ 

大
阪
府
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第

四
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
密
接
関
係
者
で
な
い
こ
と
。 

ホ 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

 

二 

知
事
又
は
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法

律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
（
以
下
「
公
益
信
託
」
と
い
う
。）
の
信

託
財
産
（
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
託
財

産
を
い
う
。）
と
す
る
た
め
に
支
出
し
た
金
銭 

（
指
定
の
申
請
） 

第
三
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
「
寄
附
金
の
指
定
」
と
い
う
。）
は
、
同
条
第
一
号

に
掲
げ
る
寄
附
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
寄
附
金
を
受
け
入
れ
る
法
人
そ
の
他
の

団
体
の
申
請
に
よ
り
行
う
。 

２ 

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
、

生
年
月
日
及
び
住
所 

 

二 

府
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項 

３ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



一 

寄
附
金
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
寄
附
金
が
、
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
二
項
第
二

号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
八
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

二 
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の 

三 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書 

四 

府
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
書
類 

４ 

知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
に

該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
寄
附
金
の
指
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
寄
附
金
の
指
定
に
は
、
有
効
期
間
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
条 

寄
附
金
の
指
定
は
、
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
金
銭
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当

該
金
銭
を
受
け
入
れ
る
公
益
信
託
の
受
託
者
（
信
託
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
受
託
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
申
請
に
よ
り
行
う
。 

２ 

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

 

二 

申
請
に
係
る
公
益
信
託
の
名
称
及
び
目
的 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項 

３ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

寄
附
金
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
銭
が
、
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る
金
銭
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

二 

定
款 

三 

登
記
事
項
証
明
書 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
書
類 

４ 

知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
金
銭
に

該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
寄
附
金
の
指
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
寄
附
金
の
指
定
に
は
、
有
効
期
間
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
指
定
等
の
通
知
） 

第
五
条 

知
事
は
、
寄
附
金
の
指
定
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
寄
附
金
の
指
定
を
し
な
い
こ

と
を
決
定
し
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
指
定
等
の
公
示
） 

第
六
条 

知
事
は
、
寄
附
金
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
取
り
消
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
指
定
寄
附
金
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
（
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

 

二 

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
八
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に

関
す
る
寄
附
金
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

（
み
な
し
指
定
寄
附
金
） 



第
七
条 

寄
附
金
の
指
定
を
し
た
日
の
属
す
る
年
（
以
下
「
当
該
年
」
と
い
う
。）
の
一
月
一
日

（
当
該
年
の
中
途
に
お
い
て
府
内
に
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
法

人
そ
の
他
の
団
体
に
対
す
る
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
当
該
年
の
中
途
に
お
い

て
効
力
を
生
じ
た
公
益
信
託
に
係
る
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
金
銭
に
あ
っ
て
は
、
府
内
に

事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
又
は
当
該
公
益
信
託
に
係
る
信
託
契

約
（
信
託
法
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
信
託
契
約
を
い
う
。）
を
締
結
し
た
日
）
か
ら
当
該

寄
附
金
の
指
定
を
し
た
日
ま
で
の
間
に
支
出
さ
れ
た
寄
附
金
又
は
金
銭
（
当
該
寄
附
金
の
指

定
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
は
、
指
定
寄
附
金
と
み
な
す
。 

（
変
更
等
の
届
出
） 

第
八
条 

指
定
寄
附
金
を
受
け
入
れ
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
金
銭

を
受
け
入
れ
る
公
益
信
託
の
受
託
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
金
銭
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

 

二 

第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。 

 

三 

第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。 

 

四 

第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

（
指
定
の
取
消
し
） 

第
九
条 

知
事
は
、
指
定
寄
附
金
を
受
け
入
れ
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
寄
附
金
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
金
銭
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

 

二 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
寄
附
金
の
指
定
を
受
け
た
と
き
。 

 

三 

法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。 

（
報
告
の
徴
収
等
） 

第
十
条 

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
寄
附
金
を
受
け
入
れ

る
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
対
し
、
当
該
指
定
寄
附
金
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

規
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


